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１　はじめに
　―  2019年度版中小企業白書から見える危機感
　「令和時代の中小企業の活躍に向けて１」―　2019
年度版中小企業白書のタイトルである。2017年度版
「中小企業のライフサイクル　―次世代への承継―」、
2018年度版「人手不足を乗り越える力　生産性向上

のかぎ」として、中小企業の世代交代について強い
危機感を示していたが、今年度は、依然として経営
者の高齢化が喫緊の課題であることを踏まえつつ、
特に、社会が大きく変化する中で、中小企業の経営
者が自己改革や周囲との関係性の再構築を求める内
容となっている。
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　また、中小企業庁は、2019年６月14日、中小企業
基本法の公布・施行日である７月20日を「中小企業
の日」と定めた。これは、「中小企業・小規模事業者
の存在意義や魅力等に関する正しい理解を広く醸成
する機会を国民運動として提供していくため、定め
られた期間において、官民で集中的に中小企業・小
規模事業者に関連するイベントを開催する取組」で
ある。今年度より、毎年７月の１ヶ月間を「中小企
業魅力発信月間」として、精力的に、シンポジウム・
セミナー・商工祭等のイベントを実施していく予定
である。この取組の推進のため、「中小企業の日」の
統一ロゴを発表し、関係団体・企業等が自由に使用
できるようにした。
　白書では、次のように分析する。中小企業は、全
企業数の99％以上、全従業員数の70％以上を占める
だけでなく、日本経済を支える重要な役割を果たし
ている。近年の実質GDP成長率が好調に推移してい
ることから、企業活動が活発化し、業況は数度の自
然災害による落ち込みからも回復傾向にある。しか
しながら、設備投資についてはなかなか回復しない。
さらに、好況を受け、倒産件数は順調に減少してき
ているが、休廃業・解散件数については、年々増加
傾向にある。これは、経営者の高齢化や後継者不足
が原因であると分析される。
　近年、中小企業の後継者の問題は喫緊の課題とさ
れ、現経営者に対して様々な取組がなされてきたが、
なかなか効果があらわれなかった。そのため、中小
企業庁は、中小企業の現経営者が後継者問題を検討
するだけでは解決が難しく、国民全体が、中小企業
の重要性を改めて認識することによって解決するこ
とが必要であると考え、白書の方向性を転換したと
思われる。日本経済の更なる発展のためには、官民
一体となり、中小企業の国民経済に果たす重要な役
割だけでなく、その魅力をも発信し、国民全体が中
小企業の存在意義について考えられる土壌を作るこ
とが必要である。

２　中小企業に対する政府の主な取組
　近年、政府は、中小企業の後継者問題のための政
策を矢継ぎ早に行ってきた。主なものとして、事業
承継ガイドラインの改訂（2016年12月５日）、「会社
を未来につなげる10年先の会社を考えよう」の発行

（2017年３月27日）、「事業承継マニュアル」の発行
（2017年４月10日）、「事業承継５カ年計画」の発表
（2017年７月７日）を行ってきた。現経営者が、事業
承継を考えようとしても、どこから手をつけたら良
いのか、いつ頃から行動に移せば良いのかというこ
とがわからないままにタイミングを逸し、廃業に追
い込まれる事例が多いということを踏まえ、マンガ
を用いるなどわかりやすく解説したマニュアルなど
数種の冊子を発行し、現経営者の意識を事業承継に
向け、具体的な行動ができるように案内する。さら
に、現経営者にマンツーマンで寄り添い、適切な事
業承継ができるように「よろず支援拠点」を全国に
展開するなどサポート体制も整えてきた。また、事
業承継税制の特例の創設（2018年２月２日）し、事
業承継時の相続税・贈与税を実質的に免除するなど
思い切った政策を行っている。
　さらに、2016年９月15日、「未来志向型の取引慣
行に向けて」（世耕プラン）を発表し、取引条件改善
の対策パッケージを具体的に進行してきた。下請事
業者が親事業者の圧力に屈し不公正な取引をせざる
を得ない状況を打破し、親事業者と下請事業者双方
にとっての「適正取引」を実現し、「付加価値向上」
につながる望ましい取引慣行等を普及・構築するこ
とによって、サプライチェーン全体にわたる取引環
境の改善を図ること等を目的とした取組である。さ
らに、この取組のさらなる浸透のために、2018年度
には、取引適正化推進会議を開催し、下請Ｇメンの
ヒヤリングおよび各団体に自主行動計画のフォロー
アップ調査結果を公表・分析するとともに、下請中
小企業振興法の運用基準を13年ぶりに改正するなど
を行った。
　しかしながら、中小企業の事業承継を妨げる障害
として個人保証の問題がある。中小企業基盤整備
機構の調査では、事業承継を断る人の６割は経営者
保証があることを理由としている。また、金融庁の
調査では、地方銀行の５割超が、個人保証に頼らな
い融資を行ったことが円滑な事業承継につながった
と回答している。しかしながら、日商のアンケート
では、現在でも、９割弱の中小企業経営者が自社へ
の融資に対し個人保証を行っていると回答しており、
慣行として行われている現状がある。そこで、安倍
晋三首相は、2019年5月31日の全国商工会連合会第


